
船舶事故調査報告書 

令和２年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年６月２９日 ０７時００分ごろ 

発生場所 愛知県日間賀
ひ ま か

島東方沖 

尾張
お わ り

大磯
おおいそ

灯標から真方位１７１°２５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４２.７′ 東経１３７°０１.２′） 

事故の概要  プレジャーボート一進
いっしん

丸は、南進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年８月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 一進丸、５トン未満（長さ１０.８０ｍ） 

２４０－３０３０３愛知、西部運輸株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 船尾部船底外板に破口、プロペラ翼及び舵板に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人（以下「同乗者」という。）

２人を乗せ、釣り場に向けて約１８ノットの対地速力で南進中、たこ

つぼ漁の漁具と思われるボンデンを船首方に認め、同ボンデンを避け

る目的で左転したところ、‘日間賀島東方沖の大磯と称する干出岩’

（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

同乗者１人は、乗り揚げた衝撃で階段の手すりに顔面を打った。 

本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

船長は、日間賀島東方沖の航行経験が豊富にあり、本事故当時、ボ

ンデンを認めた際、尾張大磯灯標との位置関係から本件浅所を既に通

過したと思い、ＧＰＳプロッター等で船位を確認していなかった。 

分析 本船は、南進中、船長が、ボンデンを認めた際、尾張大磯灯標との

位置関係から本件浅所を既に通過したと思い、左転して本件浅所に向

かう進路で航行を続けたことから、本件浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、南進中、船長が、ボンデンを認めた際、尾張大

磯灯標との位置関係から本件浅所を既に通過したと思い、左転して本

件浅所に向かう進路で航行を続けたため、本件浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行経験が豊富にあっても、ＧＰＳプロッター等の航海計器を使



用して船位の確認を適切に行うこと。 
 


